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全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

岡
下
勝
彦
・
高
松
市
議
会
議
長
）

は
11
月
10
日
、
第
2
0
1
回
理
事

会
の
後
、
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル

で
第
99
回
評
議
員
会
を
開
催
し
た
。

評
議
員
会
で
は
、
岡
下
会
長
か

ら
「
地
方
創
生
の
さ
ら
な
る
推
進

に
資
す
る
た
め
、
地
方
財
政
計
画

に
お
け
る
『
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
事
業
費
』
の
1
兆
円
を
上

回
る
額
の
確
保
等
を
要
望
し
て
い

き
た
い
」
な
ど
の
挨
拶
を
し
た
。

そ
の
後
、
石
破
茂
・
地
方
創
生
担

当
大
臣
、
高
市
早
苗
・
総
務
大
臣

の
代
理
と
し
て
土
屋
正
忠
・
総
務

副
大
臣
か
ら
来
賓
挨
拶
が
あ
っ
た

（
2
面
か
ら
4
面
に
掲
載
）
。
桝

屋
敬
悟
・
衆
議
院
総
務
委
員
長
か

ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
谷
合
正
明
・
参

議
院
総
務
委
員
長
か
ら
は
祝
電
を

受
け
た
（
6
面
に
掲
載
）
。

報
告
で
は
、
一
般
事
務
を
了
承

し
た
後
、
各
委
員
会
か
ら
活
動
状

況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
こ
れ

を
了
承
し
た
（
4
面
か
ら
6
面
に

各
委
員
会
報
告
の
要
旨
を
掲
載
）
。

議
案
審
議
で
は
、
部
会
提
出
議

案
17
件
を
①
地
方
行
財
政（
3
件
）

②
厚
生
・
文
教（
9
件
）③
建
設
・

運
輸（
5
件
）―
の
3
つ
に
区
分
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
一
括
上
程

・
審
議
し
、
原
案
の
通
り
可
決
。

各
委
員
会
へ
の
付
託
な
ど
を
会
長

に
一
任
し
た
。
続
い
て
、
会
長
提

出
議
案
3
件
（
①
地
方
創
生
の
推

進
に
関
す
る
決
議
案
②
地
方
税
財

源
の
充
実
確
保
に
関
す
る
決
議
案

③
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・

復
興
に
関
す
る
決
議
案
）
に
つ
い

て
、
一
括
上
程
・
審
議
し
、
原
案

の
通
り
可
決
（
部
会
提
出
・
会
長

提
出
議
決
事
項
の
各
委
員
会
へ
の

付
託
一
覧
は
左
掲
、
会
長
提
出
決

議
は
9
面
か
ら
7
面
に
掲
載
）
。

会
長
提
出
決
議
3
件
に
つ
い
て
は
、

評
議
員
会
終
了
後
、
要
望
書
と
し

て
出
席
者
に
配
布
し
、
地
元
選
出

の
国
会
議
員
に
対
し
て
要
望
活
動

を
行
う
よ
う
要
請
し
た
。

協
議
で
は
、
26
年
度
会
計
決
算

に
つ
い
て
、前
川
昌
也
・
監
事（
坂

出
市
議
会
議
長
）
か
ら
監
査
結
果

の
報
告
が
あ
り
、
審
議
の
上
、
こ

れ
を
認
定
し
た
。
続
い
て
、
28
年

度
一
般
会
計
予
算
の
見
通
し
に
つ

い
て
、
原
案
の
通
り
了
承
し
た
。

そ
の
他
で
は
、
被
用
者
年
金
制

度
加
入
の
動
向
に
つ
い
て
、
地
方

議
会
議
員
年
金
制
度
廃
止
後
の
動

き
な
ど
の
説
明
が
あ
り
、
こ
れ
を

了
承
。
次
い
で
、
第
10
回
研
究
フ

ォ
ー
ラ
ム
in
福
島
に
つ
い
て
、
次

第
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
説
明
が

あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

な
お
、
理
事
会
で
は
、
岡
下
会

長
の
挨
拶
の
後
、
役
員
補
欠
選
任

に
お
い
て
、
欠
員
と
な
っ
て
い
た

監
事
1
名
、
部
会
長
1
名
を
選
任

し
て
い
る
。
新
た
に
選
任
さ
れ
た

役
員
は
▽
監
事
�
森
一
弘
・
村
山

市
議
会
議
長
▽
部
会
長
�
菊
田
隆

・
盛
岡
市
議
会
議
長
。

協
議
で
は
、
第
99
回
評
議
員
会

の
運
営
な
ど
を
了
承
し
た
。

委 員 会
建
設
運
輸
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委員会付託

議決事項

地方創生の推進について

合併特例債の適用期間の再延長を求めること
について

北方領土問題の早期解決等について

国民健康保険制度の改善強化について

持続可能な国民健康保険制度の確立及び財政
支援について

小児医療費に関する予算について

全国統一の子ども医療費無料化制度の創設に
ついて
国による子供医療費無料化制度の創設につい
て

認知症への取り組みの充実強化を求める要望

子宮頸がん予防ワクチン接種による副反応被
害者の救済について
学校施設の老朽化に伴う改造事業の補助制度
の充実と予算の確保について

簡易水道事業統合に対する財政支援について

公共施設及びインフラ資産の防災・減災及び
老朽化対策の強化について
社会資本整備事業における「雪国ゼロ国（ゼ
ロ国債）制度」の創設について

高速道路ネットワークの早期整備について

九州における高速交通網の整備促進及び離島
航路・航空路の運賃低廉化について

北陸新幹線の整備促進について

地方創生の推進に関する決議

地方税財源の充実確保に関する決議

東日本大震災からの復旧・復興に関する決議
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森一弘・監事
（村山市）

菊田隆・部会長
（盛岡市）

第第
9999
回回
評評
議議
員員
会会
をを
開開
催催

部
会
提
出
17
件
・
会
長
提
出
3
件
の
議
案
を
可
決

第99回評議員会議決事項の各委員会付託一覧

挨拶する岡下会長

監査結果を報告する前川監事
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第
99
回
評
議
員
会
に
お
招
き
い

た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
指
名
に
よ
り
ま
し

て
、
ご
挨
拶
い
た
し
ま
す
。

間
違
い
な
く
私
ど
も
は
、
後
世

か
ら
見
れ
ば
歴
史
の
変
わ
り
目
に

生
き
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
今
の
時
代
に
は
、
は
っ
き

り
目
に
は
見
え
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
次
の
時
代
に
な
れ
ば
、

間
違
い
な
く
あ
の
と
き
が
歴
史
の

変
わ
り
目
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る

に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

戦
後
日
本
が
復
興
し
、
繁
栄
を

し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
は
、
4
つ

の
前
提
条
件
が
あ
っ
た
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
1
つ
は
冷
戦
構
造
、

2
つ
目
は
人
口
増
加
、
3
番
目
は

経
済
成
長
、
4
番
目
は
地
価
の
上

昇
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
は
、
い

ろ
い
ろ
な
厳
し
い
条
件
の
中
で
、

こ
の
4
つ
の
前
提
条
件
の
も
と
に

戦
後
復
興
し
、
繁
栄
を
遂
げ
て
き

た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
4
つ
は
今
、
ど

れ
も
か
つ
て
の
よ
う
な
か
た
ち
で

存
在
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
冷
戦
構

造
は
崩
壊
し
、
安
全
保
障
に
多
く

の
力
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
代
と
な
り
ま
し
た
。
人
口
は
減

る
ど
こ
ろ
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
、
日
本
に
は
1
億
2
7
0
0
万

人
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
と

2
0
0
年
た
つ
と
日
本
人
は
1
3

9
1
万
人
に
減

る
。
あ
と
3
0

0
年
た
つ
と
4

2
3
万
人
に
減

る
。
西
暦
2
9

0
0
年
に
な
る

と
日
本
人
は
4

0
0
0
人
に
な

る
。
西
暦
3
0

0
0
年
に
な
る

と
日
本
人
は
1

0
0
0
人
に
な

り
、
や
が
て
な
く
な
る
と
。
そ
ん

な
ば
か
な
こ
と
が
、
と
お
思
い
で

し
ょ
う
が
、
今
の
ま
ま
出
生
率
が

続
き
、
死
亡
率
が
続
く
と
す
れ
ば
、

間
違
い
な
く
そ
の
よ
う
な
数
字
に

相
な
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
て
は
、
国
が
消
え
て

な
く
な
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。何

百
年
先
や
日
本
全
体
な
ど
と
、

あ
ま
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
議
長
各
位
は
既
に
お
読

み
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
増
田

寛
也
元
総
務
大
臣
が
著
わ
さ
れ
ま

し
た
「
地
方
消
滅
」
。
地
方
衰
退

な
ど
と
、
そ
ん
な
生
易
し
い
話
で

は
な
く
、
こ
の
「
地
方
消
滅
」
と

い
う
論
文
は
、
2
0
4
0
年
に
そ

れ
ぞ
れ
の
基
礎
自
治
体
の
20
代
、

30
代
の
女
性
人
口
が
何
人
に
な
る

か
と
の
推
計
を
も
と
に
論
を
起
こ

し
て
お
り
ま
す
。
全
国
1
7
1
8

あ
る
基
礎
自
治
体
の
中
で
、
そ
の

半
分
が
あ
と
た
っ
た
25
年
後
に
20

代
、
30
代
の
女
性
の
数
が
半
分
以

下
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。東

京
一
極
集
中
は
時
代
の
流
れ

で
あ
る
と
言
う
方
が
あ
り
ま
す
し
、

人
口
が
減
っ
て
何
が
悪
い
の
だ
と

言
う
方
が
あ
り
ま
す
。
明
治
は
そ

れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
で
は
な
い
か
と

言
わ
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
が
、
東

京
は
食
料
を
つ
く
れ
る
わ
け
で
も

な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
く
れ
る

わ
け
で
も
な
く
、
出
生
率
は
全
国

最
低
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
ま
ち

だ
け
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ

り
得
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

東
京
は
、
集
積
の
利
益
を
最
大

限
に
活
用
し
て
、
情
報
で
あ
り
、

文
化
で
あ
り
、
金
融
で
あ
り
、
そ

う
い
う
も
の
の
世
界
の
中
心
と
し

て
持
て
る
力
を
最
大
限
に
発
揮
し

て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
東
京
が
迎
え

る
超
高
齢
化
社
会
は
、
人
類
が
い

ま
だ
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
規
模
と
ス
ピ
ー
ド
で
進
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
東
京
の
持
っ
て
い
る

そ
の
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す
た

め
に
、
東
京
が
抱
え
る
負
荷
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
日
本
全

体
で
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

地
方
が
こ
の
ま
ま
衰
退
を
続
け

れ
ば
、
こ
の
国
の
存
続
は
あ
り
得

ま
せ
ん
。
今
ま
で
と
前
提
条
件
が

全
て
変
わ
っ
た
の
で
、
や
り
方
も

今
ま
で
と
全
く
変
わ
る
も
の
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

全
国
全
て
の
自
治
体
に
来
年
の
3

月
31
日
ま
で
に
総
合
戦
略
を
お
願

い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
、

全
国
7
9
0
あ
り
ま
す
市
の
中
で

3
8
8
の
市
に
既
に
総
合
戦
略
を

提
出
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
う
話
を
し
た
と
き
に
、

ど
こ
で
も
第
何
次
何
か
年
計
画
は

作
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
お
叱
り

を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
で
は
、
ま

ち
に
出
て
市
民
1
0
0
人
に
聞
き

ま
し
た
。
あ
な
た
、
そ
の
計
画
、

知
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
に
何
の

目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
知
っ

て
い
ま
す
か
。
そ
れ
を
作
る
の
に

携
わ
り
ま
し
た
か
。
前
の
計
画
に

掲
げ
ら
れ
た
目
標
は
で
き
た
か
で

き
な
い
か
。
誰
か
責
任
と
り
ま
し

た
か
。
誰
も
知
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
な
も
の
は
作
文
と
い
う
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。産

官
学
金
労
言
と
申
し
ま
す
が
、

産
業
に
携
わ
る
方
、
学
問
に
携
わ

る
方
、
言
論
に
携
わ
る
方
、
労
働

に
携
わ
る
方
、
金
融
に
携
わ
る
方
、

全
て
が
参
加
す
る
形
で
作
っ
て
い

た
だ
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
自
治

体
が
多
く
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
地
方
行
政
が
二
元
代
表
制

な
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ

な
議
論
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す

が
、
二
元
代
表
制
と
い
う
の
は
、

行
政
べ
っ
た
り
で
は
な
い
と
。
そ

れ
に
対
し
て
、
強
い
け
ん
制
機
能
、

監
視
機
能
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
二
元
代
表
制
の
意
義
で
あ
る

と
、
そ
の
よ
う
に
教
わ
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

地
方
創
生
が
う
ま
く
い
か
な
い

の
に
は
3
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り

ま
し
て
、
や
り
っ
放
し
の
行
政
、

頼
り
っ
放
し
の
民
業
、
全
然
無
関

心
の
市
民
。
こ
の
3
つ
が
融
合
す

る
と
地
方
創
生
は
絶
対
に
失
敗
い

た
し
ま
す
。
そ
れ
を
ま
さ
し
く
機

能
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
二
元
代
表
制
の
一
方
た
る
地

方
議
会
の
皆
様
方
の
役
割
で
あ
り
、

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
ど
も
と

し
て
皆
様
方
に
多
く
を
お
願
い
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
と
ま
た
ご
要
望
が
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
上
乗
せ
交

付
金
と
い
う
も
の
を
決
定
い
た
し

ま
し
た
。
ベ
タ
配
り
は
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
か
な
り
差
が
つ
い
て
お

り
ま
す
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
と
い
う
ご
議
論
は
地
方

議
会
に
お
い
て
か
ん
か
ん
が
く
が

く
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
一
生
懸
命
努
力
し
た

と
こ
ろ
と
、
仮
に
そ
う
で
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

違
わ
な
け
れ
ば
お
か
し
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
市
民
の

中
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
議
論
が

行
わ
れ
て
こ
そ
新
し
い
地
域
が
生

ま
れ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

【
3
面
へ
続
く
】

地地
方方
創創
生生
担担
当当
大大
臣臣

〔〔祝祝辞辞〕〕

石石
破破

茂茂
氏氏
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出
生
率
だ
け
と
り
ま
し
て
も
、

全
国
も
の
す
ご
く
違
う
の
で
あ
り

ま
す
。
市
だ
け
で
見
ま
す
と
、
合

計
特
殊
出
生
率
が
一
番
高
い
の
は

沖
縄
県
宮
古
島
市
で
あ
り
ま
す
。

2
・
27
。
一
番
低
い
の
は
0
・
95
。

何
で
こ
ん
な
に
違
う
の
か
。
初
婚

年
齢
で
も
、
一
番
若
い
の
は
島
根

の
江
津
市
、
26
・
6
歳
、
一
番
上

は
某
市
の
31
・
6
歳
。
5
歳
違
い

ま
す
。
何
で
こ
う
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
と
い
う
こ
と
は
霞
が
関
で

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
議
論
し
、
分
析
し
て
、
国

は
こ
れ
を
や
る
べ
き
だ
と
、
そ
の

議
論
の
中
か
ら
ご
指
摘
を
賜
り
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
デ
ー
タ
は
全
て
の
市
に
お
送

り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｓ
（
リ

ー
サ
ス
）
シ
ス
テ
ム
。
今
ま
で
市

役
所
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
い
ろ

い
ろ
な
情
報
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
の
市
に
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
、

ど
こ
か
ら
入
り
、
ど
こ
へ
出
て
い

く
の
か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
モ
ノ
で

あ
り
、
ど
ん
な
ヒ
ト
で
あ
り
、
ど

ん
な
カ
ネ
で
あ
る
か
―
と
い
う
分

析
が
で
き
な
れ
ば
、
計
画
の
立
て

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
市

役
所
で
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た

そ
の
情
報
は
、
市
民
の
皆
様
に
、

議
員
の
皆
様
に
全
て
提
供
し
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
そ
の
バ
ー
ジ

ョ
ン
ア
ッ
プ
も
徹
底
的
に
や
っ
て

ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

Ｄ
Ｍ
Ｏ
や
、
Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
が
、
あ
る
い
は
国
家
戦

略
特
区
と
か
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ

の
市
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
も
の

で
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
と
は
何
か
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
と

は
何
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
皆
様

方
に
わ
か
り
や
す
く
提
供
す
る
こ

と
も
我
々
の
責
務
で
あ
っ
て
、
正

し
い
こ
と
さ
え
言
っ
て
い
れ
ば
そ

れ
で
い
い
と
い
う
不
親
切
な
こ
と

を
す
る
つ
も
り
は
、
毛
頭
あ
り
ま

せ
ん
。

ど
う
か
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
今
ま
で
地
方
が
主
役
、
地

方
が
主
役
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
当
に
そ

う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら

先
は
本
当
に
地
方
が
主
役
で
、
そ

の
地
域
、
地
域
に
お
い
て
何
を
な

す
の
か
。
そ
れ
を
な
す
た
め
に
国

は
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
個
々
に
ご
教
示
を
賜
り
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
新
型
交

付
金
も
そ
の
よ
う
な
趣
旨
を
持
っ

て
お
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
ど

も
と
し
て
、
皆
様
方
の
い
ろ
い
ろ

な
ご
要
望
、
あ
る
い
は
ご
指
摘
に

全
身
全
霊
で
応
え
て
ま
い
り
た
い

と
存
じ
ま
す
。

会
長
の
ご
挨
拶
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
地
方
と
国
、
ど
っ
ち
が

上
、
ど
っ
ち
が
下
と
い
う
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
共
に
手
を
携
え
て

や
っ
て
い
く
以
外
に
こ
の
国
が
次

の
時
代
に
生
き
残
っ
て
い
く
、
そ

の
よ
う
な
方
途
は
な
か
ろ
う
と
、

考
え
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

議
長
の
皆
様
方
の
さ
ら
な
る
ご

教
導
、
ご
指
摘
、
そ
し
て
皆
様
方

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ご
発
展
を
心

か
ら
祈
念
し
て
、
ご
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
2
面
か
ら
続
く
】

た
だ
今
、
ご
紹
介
を
賜
り
ま
し

た
総
務
副
大
臣
の
土
屋
で
ご
ざ
い

ま
す
。

全
国
市
議
会
議
長
会
の
第
99
回

評
議
員
会
の
開
催
に
当
た
り
、
ご

挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

市
議
会
議
長
の
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
日
ご
ろ
か
ら
地
域
の

先
頭
に
立
っ
て
地
方

自
治
の
発
展
の
た
め

ご
尽
力
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
に
、
心
か

ら
敬
意
と
御
礼
を
申

し
上
げ
た
い
と
存
じ

ま
す
。

日
本
再
生
の
鍵
は

地
方
経
済
に
あ
り
ま

す
。
総
務
省
は
、
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
効
果
を
全
国
各
地

に
届
け
る
と
と
も
に
、
為
替
変
動

に
も
強
い
地
方
の
経
済
構
造
を
構

築
す
る
た
め
に
「
地
域
経
済
好
循

環
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
掲
げ
、

全
国
各
地
で
取
り
組
み
を
進
め
て

お
り
、
こ
れ
に
伴
う
予
算
措
置
も

し
っ
か
り
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
「
移
住
・
交
流
情
報
ガ
ー
デ

ン
」
の
開
設
や
「
全
国
移
住
ナ
ビ
」

の
本
格
稼
働
に
よ
り
地
方
へ
の
人

の
流
れ
も
創
出
す
る
こ
と
で
、
経

済
の
好
循
環
を
実
現
し
、
地
方
か

ら
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
押
し
上
げ
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
取
り
組
み
を
支
え
る
た
め

に
必
要
な
地
方
税
財
源
の
確
保
に

も
全
力
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

骨
太
方
針
で
は
、
一
般
財
源
総

額
に
つ
い
て
、
2
0
1
8
年
度
ま

で
に
お
い
て
2
0
1
5
年
度
の
地

方
財
政
計
画
の
水
準
を
下
回
ら
な

い
よ
う
実
質
的
に
同
水
準
を
確
保

す
る
こ
と
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

地
方
税
制
に
つ
い
て
は
、
地
方

法
人
課
税
の
偏
在
是
正
を
進
め
る

な
ど
地
方
自
治
を
支
え
る
地
方
税

の
充
実
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

税
源
の
偏
在
性
が
少
な
く
税
収
が

安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構
築
に

向
け
た
地
方
税
制
改
革
を
推
進
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
財
政
健
全
化
の
取
り
組

み
も
重
要
で
あ
り
ま
す
。
先
月
の

経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い
て
、

経
済
・
財
政
一
体
改
革
の
具
体
化
、

加
速
に
向
け
て
、
地
方
の
頑
張
り

を
引
き
出
す
地
方
財
政
制
度
改
革

や
地
方
行
財
政
の
見
え
る
化
な
ど
、

総
務
省
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
説

明
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
、
地
方

自
治
体
の
皆
様
の
ご
意
見
を
お
聞

き
し
な
が
ら
丁
寧
に
議
論
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
い
よ
い
よ
先
月
よ
り
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
・
通
知
が
開

始
さ
れ
、
今
月
中
に
も
全
世
帯
に

初
回
の
お
届
け
が
行
わ
れ
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。
今
回
の
内
閣
改
造

に
伴
っ
て
総
理
か
ら
の
指
示
が
あ

り
、
総
務
大
臣
が
新
た
に
内
閣
官

房
と
総
務
省
が
有
し
て
い
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
実
施
に
伴
う
全

て
の
事
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
月
4
日
に
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
実
施
本
部
を
設
置

し
、
来
年
1
月
か
ら
交
付
が
開
始

さ
れ
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
円
滑

な
交
付
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
実
施
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
と

い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
大
変
な
ご

苦
労
を
お
か
け
す
る
と
思
い
ま
す

が
、
引
き
続
き
ご
協
力
の
ほ
ど
お

願
い
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
施
行
に
あ
わ

せ
て
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
に
つ
い

て
も
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

総
務
省
に
お
い
て
も
、
新
た
な
自

治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策

【
4
面
へ
続
く
】

総総
務務
大大
臣臣

高高
市市
早早
苗苗
氏氏

〔〔祝祝辞辞〕〕
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総総
務務
副副
大大
臣臣
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【
3
面
か
ら
続
く
】

の
抜
本
的
強
化
策
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
が
、
地
方
自
治
体
に
お
か

れ
ま
し
て
も
、
十
分
総
務
省
と
連

絡
を
と
り
な
が
ら
対
応
を
お
願
い

い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

さ
ら
に
、
先
般
の
関
東
・
東
北

豪
雨
に
よ
る
災
害
な
ど
、
近
年
、

自
然
災
害
や
多
数
の
犠
牲
者
を
伴

う
火
災
が
相
次
い
で
お
り
ま
す
。

そ
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
ま
た
将
来

発
生
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
ま
す
南

海
ト
ラ
フ
地
震
及
び
首
都
直
下
型

地
震
な
ど
大
規
模
な
災
害
に
備
え
、

緊
急
消
防
援
助
隊
の
強
化
や
消
防

団
を
中
核
と
し
た
地
域
の
防
災
力

の
充
実
強
化
、
防
火
対
策
の
徹
底

な
ど
に
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま

す
。そ

し
て
、
昨
年
5
月
に
発
足
し

た
第
31
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お

い
て
は
、
人
口
減
少
社
会
に
的
確

に
対
応
す
る
三
大
都
市
圏
及
び
地

方
圏
の
地
方
行
政
体
制
の
あ
り
方
、

議
会
制
度
の
地
方
公
共
団
体
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い

て
、
現
在
、
調
査
、
審
議
が
進
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
論
議
を
し
っ
か
り
と
し

て
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
今

度
は
総
務
省
と
し
て
も
必
要
な
地

方
自
治
制
度
の
改
革
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

総
務
省
は
、
住
民
の
代
表
で
あ

る
市
議
会
議
長
の
皆
様
と
十
分
な

意
思
疎
通
を
図
り
な
が
ら
、
地
域

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
持
っ
て
自

主
性
、
主
体
性
を
最
大
限
に
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
、
今

後
と
も
総
務
省
の
持
つ
あ
ら
ゆ
る

政
策
資
源
を
投
入
し
て
ま
い
り
ま

す
。結

び
に
、
全
国
市
議
会
議
長
会

の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
本
日
ご

臨
席
の
市
議
会
議
長
の
皆
様
方
の

さ
ら
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
申
し
上

げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

各
委
員
会
の
活
動
報
告（
要
旨
）

去
る
7
月
15
日
に
第
1
4
1
回

委
員
会
を
開
催
し
、
要
望
書
を
決

定
の
上
、
関
係
方
面
に
要
望
活
動

を
行
っ
た
。

地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
つ
い

て
。
分
権
の
新
た
な
手
法
と
し
て

26
年
か
ら
導
入
さ
れ
た
提
案
募
集

方
式
に
よ
り
、
27
年
も
地
方
か
ら

多
く
の
積
極
的
な
提
案
が
提
出
さ

れ
た
。
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

の
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
に
お

い
て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
12
月
に

は
政
府
の
対
応
方
針
が
決
定
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
。
関
係
方
面
に
対

し
、
地
方
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
、

提
案
事
項
の
実
現
を
図
る
よ
う
、

引
き
続
き
要
望
す
る
。
な
お
、
議

会
の
議
決
事
項
か
ら
一
部
除
外
を

求
め
る
提
案
に
つ
い
て
は
、
二
元

代
表
制
に
お
け
る
議
会
の
権
能
を

踏
ま
え
て
慎
重
に
対
応
す
る
よ
う

求
め
る
。

地
方
創
生
の
推
進
に
つ
い
て
。

将
来
に
わ
た
り
、
活
力
あ
る
社
会

を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
人

口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
住
み
よ
い
環
境
を

確
保
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
と
地

方
は
、
一
致
協
力
し
て
地
方
創
生

に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
お

り
、
各
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、

地
方
版
総
合
戦
略
の
立
案
、
実
行

や
産
業
戦
略
の
策
定
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
国
に
お
い

て
、
新
型
交
付
金
、
地
方
創
生
応

援
税
制
の
創
設
や
政
府
機
関
の
地

方
移
転
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
地

方
が
自
主
性
・
主
体
性
を
最
大
限

発
揮
し
て
継
続
的
に
地
方
創
生
に

取
り
組
め
る
よ
う
、
国
に
対
し
て
、

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
事
業

費
の
安
定
的
確
保
や
包
括
的
な
交

付
金
の
創
設
な
ど
を
求
め
て
い
く
。

地
方
議
会
の
権
能
強
化
等
に
つ

い
て
。
第
31
次
地
方
制
度
調
査
会

に
お
い
て
は
、
学
識
者
で
構
成
す

る
専
門
小
委
員
会
に
お
い
て
、
地

方
議
会
制
度
を
含
む
審
議
項
目
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
地
方

制
度
調
査
会
の
動
向
に
留
意
し
つ

つ
、
地
方
議
会
議
員
の
法
的
位
置

付
け
の
明
確
化
、
議
長
へ
の
議
会

招
集
権
の
付
与
な
ど
の
議
会
権
能

強
化
を
強
く
求
め
て
い
く
。

こ
の
ほ
か
、
消
防
防
災
体
制
の

充
実
強
化
等
に
つ
い
て
、
ま
た
、

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復

興
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
、
強

力
に
要
望
し
て
い
く
。

去
る
8
月
7
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、
地
方
税
財
政
対
策
に
関
す

る
要
望
書
を
決
定
し
、
要
望
活
動

を
行
っ
た
。

地
方
財
政
に
つ
い
て
。
社
会
保

障
関
係
費
の
自
然
増
や
公
債
費
の

高
い
水
準
で
の
推
移
な
ど
に
よ
り
、

大
幅
な
財
源
不
足
が
生
じ
て
い
る
。

基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
が
、
住
民

生
活
に
直
結
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
安
定
的
に
提
供
す
る
た
め
に
は
、

何
よ
り
も
地
方
税
・
地
方
交
付
税

等
の
一
般
財
源
総
額
を
充
実
確
保

す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
に
な
る
。

28
年
度
税
制
改
正
で
は
、
法
人

実
効
税
率
の
見
直
し
に
当
た
り
、

必
要
な
地
方
税
財
源
の
確
保
や
、

消
費
税
・
地
方
消
費
税
率
の
10
％

へ
の
引
き
上
げ
時
に
お
け
る
車
体

課
税
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
自
動

車
取
得
税
廃
止
の
際
の
必
要
な
代

替
財
源
の
確
保
な
ど
、
地
方
財
政

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
要
望
し
て
い
く
。
償
却
資
産
に

係
る
固
定
資
産
税
、
ゴ
ル
フ
場
利

用
税
に
つ
い
て
は
、
貴
重
な
地
方

税
財
源
で
あ
る
た
め
、
現
行
制
度

の
堅
持
を
求
め
て
い
く
。

【
5
面
へ
続
く
】

地地
方方
財財
政政
委委
員員
会会

委
員
長内

田

隆
・
菊
川
市
議
長

地地
方方
行行
政政
委委
員員
会会

宮西地行委員長

委
員
長

内田地財委員長

宮
西
健
吉
・
小
松
市
議
長
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【
4
面
か
ら
続
く
】

去
る
7
月
10
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、
10
項
目
か
ら
な
る
要
望
書

と
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
要
望

書
を
取
り
ま
と
め
、
要
望
活
動
を

行
っ
た
。

地
域
医
療
施
策
に
つ
い
て
。
住

民
が
必
要
と
す
る
医
療
を
適
切
に

受
け
ら
れ
る
よ
う
、
医
師
不
足
・

偏
在
対
策
、
救
急
医
療
や
、
へ
き

地
医
療
の
確
保
な
ど
地
域
医
療
の

充
実
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
要
望

し
て
い
く
。

医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
。
高

齢
化
の
急
速
な
進
行
に
伴
い
、
制

度
の
抜
本
改
革
が
必
要
な
状
況
に

あ
る
中
、
国
民
健
康
保
険
制
度
に

つ
い
て
は
、
制
度
改
革
に
よ
り
、

30
年
度
か
ら
都
道
府
県
が
市
町
村

と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
の
保
険

者
と
な
る
な
ど
、
財
政
基
盤
を
強

化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
都
道
府

県
と
市
町
村
と
の
適
切
な
役
割
分

担
の
も
と
に
、
制
度
の
安
定
的
な

運
営
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
要
望

す
る
。

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
。
市

町
村
に
お
け
る
事
業
実
施
の
状
況

等
を
踏
ま
え
、
財
政
支
援
等
の
拡

充
を
求
め
る
と
と
も
に
、
制
度
改

正
や
介
護
報
酬
改
定
が
も
た
ら
す

影
響
を
注
視
し
つ
つ
、
サ
ー
ビ
ス

提
供
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
支
援
を
求
め
る
。

文
教
施
策
に
つ
い
て
。
教
育
の

機
会
均
等
と
教
育
水
準
の
維
持
向

上
を
図
る
た
め
、
教
育
予
算
総
額

の
拡
充
や
、
少
人
数
学
級
の
推
進

等
を
求
め
て
い
く
。

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
。
子
ど

も
・
子
育
て
新
制
度
が
27
年
度
か

ら
施
行
さ
れ
た
が
、
今
後
と
も
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
十
分
に
事

業
展
開
で
き
る
よ
う
要
望
し
て
い

く
。こ

の
ほ
か
、
社
会
福
祉
施
策
や
、

雇
用
対
策
、
環
境
保
全
施
策
等
に

つ
い
て
も
、
住
民
生
活
に
直
接
関

わ
り
の
深
い
分
野
で
あ
り
、
引
き

続
き
、
積
極
的
に
要
望
し
て
い
く
。

去
る
8
月
12
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、
9
項
目
か
ら
な
る
要
望
書

と
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
要
望

書
を
取
り
ま
と
め
、
要
望
活
動
を

行
っ
た
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
つ
い
て
。

10
月
5
日
に
大
筋
合
意
へ
と
至
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
は
、
全
閣

僚
を
構
成
員
と
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
総
合

対
策
本
部
に
お
い
て
、
総
合
的
な

政
策
対
応
に
関
す
る
基
本
方
針
を

決
定
し
た
上
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
影
響

に
関
す
る
国
民
の
不
安
を
払
拭
し
、

特
に
農
林
水
産
物
の
重
要
品
目
に

つ
い
て
、
引
き
続
き
、
再
生
産
可

能
と
な
る
よ
う
、
強
い
農
林
水
産

業
を
つ
く
り
上
げ
る
た
め
、
万
全

の
施
策
を
講
ず
る
と
し
て
い
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
は
、
国
民
生
活
や
経

済
活
動
の
幅
広
い
分
野
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ

る
た
め
、
農
林
水
産
業
を
は
じ
め

と
す
る
地
域
を
支
え
る
各
産
業
が
、

将
来
に
わ
た
り
持
続
的
に
発
展
す

る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特

性
に
応
じ
、
再
生
・
強
化
に
向
け

た
施
策
を
講
じ
る
こ
と
を
、
国
に

対
し
強
く
求
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
の
上
で
、
農
林
水
産
業
の

振
興
に
つ
い
て
は
、
強
い
農
林
水

産
業
と
美
し
く
活
力
あ
る
農
山
漁

村
の
実
現
に
向
け
、
引
き
続
き
、

経
営
支
援
策
等
の
拡
充
強
化
、
6

次
産
業
化
の
推
進
、
野
生
生
物
に

よ
る
被
害
防
止
対
策
の
強
化
、
治

山
事
業
等
の
推
進
、
漁
業
資
源
の

維
持
な
ど
に
つ
い
て
、
強
く
求
め

て
い
く
。

中
小
企
業
振
興
対
策
に
つ
い
て
。

厳
し
い
社
会
情
勢
の
中
、
地
域
経

済
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

安
定
経
営
に
向
け
た
支
援
策
の
拡

充
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
要
望
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

28
年
度
地
方
財
政
対
策
に
つ
い

て
。
社
会
保
障
関
係
費
の
増
大
や

地
域
の
防
災
・
安
全
対
策
、
地
域

経
済
の
振
興
な
ど
地
域
の
活
性
化

対
策
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、

地
方
税
・
地
方
交
付
税
等
の
一
般

財
源
総
額
の
充
実
確
保
を
要
望
し

て
い
く
。
さ
ら
に
、
地
方
創
生
の

推
進
、
人
口
減
少
対
策
等
へ
の
取

り
組
み
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た

め
に
も
、
必
要
な
歳
出
は
別
枠
で

地
方
財
政
計
画
に
計
上
す
る
な
ど
、

地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
措
置
を

引
き
続
き
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

東
日
本
大
震
災
に
関
し
て
は
、

所
要
財
源
の
確
保
を
は
じ
め
、
被

災
地
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
た
万

全
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
要
望
す

る
。

去
る
7
月
30
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、
4
項
目
か
ら
な
る
要
望
書

と
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
要
望

書
を
取
り
ま
と
め
、
要
望
活
動
を

行
っ
た
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・

復
興
及
び
原
子
力
発
電
所
事
故
災

害
へ
の
対
応
に
つ
い
て
。
い
ま
だ

解
決
す
べ
き
課
題
が
山
積
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
、
施
策

の
充
実
強
化
と
諸
課
題
へ
の
的
確

か
つ
迅
速
な
対
応
を
求
め
て
い
く
。

自
然
災
害
対
策
に
つ
い
て
。
各

種
地
震
・
津
波
対
策
の
ほ
か
、
南

【
6
面
へ
続
く
】

産産
業業
経経
済済
委委
員員
会会

吉田産経委員長

委
員
長吉

田
益
美
・
宗
像
市
議
長

社社
会会
文文
教教
委委
員員
会会

委
員
長

尾
山
信
義
・
山
陽
小
野
田
市
議
長

建建
設設
運運
輸輸
委委
員員
会会

尾山社文委員長

副
委
員
長

大
浦
忠
司
・
三
好
市
議
長

大浦建運副委員長
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【
5
面
か
ら
続
く
】

海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
や
首
都
直
下

地
震
へ
の
防
災
・
減
災
対
策
の
着

実
な
推
進
を
求
め
て
い
く
。
27
年

も
阿
蘇
山
な
ど
の
火
山
噴
火
に
よ

り
、
引
き
続
き
警
戒
が
必
要
な
地

域
も
あ
り
、
ま
た
、
頻
発
す
る
台

風
や
大
規
模
豪
雨
な
ど
に
よ
る
甚

大
な
被
害
も
発
生
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
水
害
・
土
砂
災
害
対
策
な

ど
治
山
・
治
水
対
策
の
推
進
、
火

山
活
動
も
踏
ま
え
た
総
合
的
な
地

震
・
津
波
の
観
測
、
監
視
、
避
難

体
制
の
強
化
を
求
め
て
い
き
た
い
。

各
種
交
通
基
盤
整
備
の
推
進
で

は
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
の
早
期

完
成
の
ほ
か
、
整
備
新
幹
線
の
着

実
な
整
備
、
地
域
公
共
交
通
の
確

保
・
維
持
・
改
善
の
推
進
な
ど
を

求
め
て
い
く
。

都
市
基
盤
整
備
の
推
進
で
は
、

国
民
の
命
を
守
り
、
豊
か
で
快
適

な
暮
ら
し
を
も
た
ら
す
イ
ン
フ
ラ

の
着
実
な
整
備
と
、
各
種
イ
ン
フ

ラ
の
維
持
管
理
・
更
新
に
必
要
な

予
算
確
保
を
求
め
る
ほ
か
、
観
光

立
国
の
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み

を
求
め
て
い
く
。

27
年
度
は
、
部
会
選
出
委
員
9

名
と
、
政
府
・
与
党
要
職
者
の
地

元
選
挙
区
を
考
慮
し
て
岡
下
会
長

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
11
名
の
計

20
名
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

去
る
7
月
24
日
に
、
第
1
2
6
回

委
員
会
を
開
催
、
「
平
成
28
年
度

地
方
創
生
の
推
進
並
び
に
地
方
税

財
政
対
策
に
関
す
る
重
点
要
望
」

と
「
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
要

望
書
」
を
決
定
し
、
菅
内
閣
官
房

長
官
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
方

面
に
対
し
て
、
強
力
に
要
望
活
動

を
行
っ
た
。

年
末
に
向
け
、
28
年
度
税
制
改

正
や
予
算
編
成
の
議
論
が
本
格
化

し
て
い
く
が
、
11
月
26
日
に
第
1

2
7
回
委
員
会
を
開
催
し
、
政
府

・
与
党
の
要
職
者
と
直
接
面
会
の

上
、
地
方
税
・
地
方
交
付
税
等
の

一
般
財
源
総
額
の
充
実
確
保
等
の

重
点
要
望
の
実
現
を
強
力
に
求
め

て
い
く
。

税
制
改
正
で
は
、
法
人
実
効
税

率
や
車
体
課
税
の
見
直
し
に
当
た

り
、
地
方
財
政
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
必
要
な
税
財

源
を
確
保
す
る
よ
う
強
く
要
望
し

て
い
く
。

償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

や
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
に
と
っ
て
貴
重
な
税
財
源

で
あ
る
の
で
、
現
行
制
度
の
堅
持

を
求
め
て
い
く
。

こ
の
ほ
か
、
地
方
創
生
の
推
進

に
向
け
、
27
年
度
地
方
財
政
計
画

に
計
上
さ
れ
た
、
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
事
業
費
の
拡
充
や
、

28
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
新
型

交
付
金
の
創
設
を
求
め
て
い
く
。

委
員
は
、
各
部
会
長
、
各
委
員

会
の
委
員
長
の
ほ
か
、
政
令
指
定

都
市
、
中
核
市
、
施
行
時
特
例
市

の
議
長
各
2
名
、
人
口
20
万
人
未

満
の
市
の
議
長
9
名
、
合
わ
せ
て

29
名
で
構
成
し
て
い
る
。

去
る
10
月
14
日
、
27
年
度
第
2

回
の
国
と
地
方
の
協
議
の
場
が
開

催
さ
れ
、
来
年
度
の
予
算
概
算
要

求
や
地
方
創
生
、
地
方
分
権
改
革

の
推
進
等
に
つ
い
て
、
国
と
地
方

が
意
見
交
換
し
た
。

特
に
、
28
年
度
の
地
方
税
財
源

の
充
実
確
保
を
め
ぐ
る
諸
課
題
に

つ
い
て
は
、
年
末
の
政
府
予
算
編

成
や
税
制
改
正
に
あ
わ
せ
て
開
催

さ
れ
る
見
込
み
の
国
と
地
方
の
協

議
の
場
に
お
い
て
、
議
題
に
さ
れ

る
見
通
し
で
あ
り
、
地
方
の
意
見

を
適
切
に
反
映
さ
せ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る

た
め
、
11
月
25
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、
こ
の
評
議
員
会
で
協
議
さ

れ
る
決
議
案
や
各
委
員
会
の
要
望

事
項
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
と
地
方

の
協
議
の
場
に
お
け
る
、
28
年
度

政
府
予
算
編
成
に
向
け
て
の
本
会

の
対
応
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

28
年
度
の
地
方
財
政
対
策
や
税

制
改
正
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、

地
方
側
に
と
っ
て
厳
し
い
議
論
と

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
政
府

の
動
向
を
踏
ま
え
、
適
時
適
切
に

対
応
し
て
い
き
た
い
。

衆
議
院
総
務
委
員
長

桝
屋
敬
悟

氏

全
国
市
議
会
議
長
会
の
第
99

回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
る
に

当
た
り
ま
し
て
、
永
年
に
わ
た

り
、
市
議
会
運
営
の
重
責
を
担

い
、
地
方
自
治
の
発
展
と
住
民

福
祉
の
向
上
の
た
め
、
日
夜
ご

努
力
を
重
ね
て
お
ら
れ
ま
す
皆

様
方
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
を

表
し
ま
す
。

今
後
と
も
、
こ
れ
ま
で
培
っ

て
こ
ら
れ
た
豊
か
な
経
験
と
見

識
を
い
か
さ
れ
、
地
域
の
発
展

の
た
め
、
な
お
一
層
の
ご
尽
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
と
と
も
に
、
皆
様
の
ご

健
勝
と
益
々
の
ご
活
躍
を
お
祈

り
い
た
し
ま
す
。

参
議
院
総
務
委
員
長

谷
合
正
明

氏

全
国
市
議
会
議
長
会
第
99
回

評
議
員
会
の
ご
盛
会
を
心
よ
り

お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
個
性
豊
か
で
魅
力
あ
る
地

域
社
会
づ
く
り
と
住
民
福
祉
の

さ
ら
な
る
向
上
の
た
め
、
ご
列

席
の
皆
様
の
ま
す
ま
す
の
ご
活

躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

▽
黒
部
市
（
富
山
県
）

〒
9
3
8
―
8
5
5
5

富
山
県
黒
部

市
三
日
市
1
3
0
1

☎
0
7
6
5
―
5
4
―
2
3
0
1

ＦＡＸ
0
7
6
5
―
5
4
―
9
2
3
9

▽
佐
野
市
（
栃
木
県
）

住
所
、
電
話
番
号
、
フ
ァ
ク
ス
番
号
は

変
更
な
し

〔メッセージ〕

国国
会会
対対
策策
委委
員員
会会

委
員
長

〔祝電〕

向後国対委員長

向
後
保
雄
・
千
葉
市
議
長

国国
とと
地地
方方
のの
協協
議議
のの
場場
等等
にに
関関
すす
るる
特特
別別
委委
員員
会会

委
員
長

阿部国地方協議の場等特別委員長

新新
庁庁
舎舎
落落
成成

阿
部
善
博
・
相
模
原
市
議
長



全
国
市
議
会
議
長
会
指
定
都
市

協
議
会
（
会
長
�
阿
部
善
博
・
相

模
原
市
議
会
議
長
）
は
11
月
9
日
、

全
国
都
市
会
館
で
第
8
回
総
会
を

開
催
し
た
。

会
議
で
は
、阿
部
会
長
か
ら「
活

動
の
充
実
、
事
務
局
の
強
化
を
行

い
、
指
定
都
市
議
会
の
発
展
に
つ

な
げ
た
い
」
な
ど
の
挨
拶
を
し
た
。

続
い
て
、
岡
部
恒
司
・
仙
台
市
議

会
議
長
か
ら
、
27
年
9
月
関
東
・

東
北
豪
雨
災
害
に
対
す
る
見
舞
金

の
贈
呈
に
つ
い
て
、
お
礼
の
挨
拶

が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
事
務
報
告
、

第
31
次
地
方
制
度
調
査
会
の
状
況

に
つ
い
て
了
承
し
、
協
議
に
入
っ

た
。

協
議
で
は
、
①
多
様
な
大
都
市

制
度
の
早
期
実
現
②
地
方
税
財
源

の
充
実
確
保
③
地
方
議
会
議
員
の

被
用
者
年
金
制
度
へ
の
加
入
―
の

3
項
目
を
大
き
な
柱
と
す
る
要
望

書
案
に
つ
い
て
、
原
案
の
通
り
決

定
し
た
（
要
望
内
容
の
一
部
は
下

掲
）
。
要
望
書
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
す
る
。
続
い
て
、
要

望
活
動
に
つ
い
て
、
説
明
の
通
り

行
う
こ
と
と
し
た
。

意
見
交
換
で
は
、
地
方
自
治
法

改
正
へ
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
、

照
会
結
果
の
概
要
の
説
明
が
あ
っ

た
後
、
梶
村
充
・
横
浜
市
議
会
議

長
、
高
橋
三
義
・
新
潟
市
議
会
議

長
か
ら
取
り
組
み
状
況
の
説
明
が

あ
っ
た
。
次
に
、
議
会
の
権
能
強

化
に
つ
い
て
（
議
会
か
ら
の
政
策

形
成
に
つ
い
て
）
、
照
会
結
果
の

概
要
の
説
明
が
あ
っ
た
後
、
石
田

康
博
・
川
崎
市
議
会
議
長
、
津
田

大
三
・
京
都
市
議
会
議
長
か
ら
取

り
組
み
状
況
の
説
明
が
あ
っ
た
。

同
協
議
会
は
11
日
、
土
屋
正
忠

・
総
務
副
大
臣
、
二
之
湯
智
・
参

議
院
議
員
、
小
泉
昭
男
・
参
議
院

議
員
に
面
談
し
、
要
望
書
を
手
交

の
上
、要
望
、意
見
交
換
を
行
っ
た
。

【
要
望
内
容
（
一
部
掲
載
）
】

①
多
様
な
大
都
市
制
度
の
早
期
実

現
（
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
の

事
務
・
権
限
と
税
財
源
の
積
極
的

な
移
譲
、
「
特
別
自
治
市
」
な
ど

の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
多
様
な

大
都
市
制
度
の
早
期
実
現
）
②
地

方
税
財
源
の
充
実
確
保
（
①
税
制

改
正
（
地
方
税
制
の
拡
充
強
化
な

ど
6
項
目
）②
地
方
財
政
対
策（
地

方
税
・
地
方
交
付
税
等
の
一
般
財

源
総
額
の
充
実
確
保
な
ど
3
項

目
）
）
③
地
方
議
会
議
員
の
被
用

者
年
金
制
度
へ
の
加
入
（
地
方
議

会
議
員
に
つ
い
て
、
基
礎
年
金
に

上
乗
せ
の
報
酬
比
例
部
分
の
あ
る

被
用
者
年
金
制
度
へ
の
加
入
の
実

現
）

株式会社において総力を挙げて取り組むこと。
� 健康異常が早期発見できる徹底した健康管理体制
の構築を図るとともに、その費用の全額を国が負担
するなど、被災者の健康不安の解消について、万全
の措置を講じること。加えて、医師や看護師の確保
のための特別な措置を早急に講じるなど、救急医療
も含め健康管理体制の整備に更に積極的に取り組む
こと。
� 原子力発電所事故災害からの産業の復興と再生に
向け、各種検査技術等の確立や支援制度の拡充など、
十分な支援策を講じること。加えて、国内外におけ
る日本産農水畜産物等の信頼回復に向けた風評被害
対策を早急に講じること。
� 被災地域の復興・再生のために極めて重要な道路
交通網等のインフラ整備について、早期着工及び事
業促進を図るなど、必要な措置を講じること。
� 原子力発電所事故の発生に伴う損害について、風
評被害も含め、適切で迅速な賠償が行われるよう、
国の責任において万全の対策を講じること。
� 避難指示区域等への支援について、避難者の帰還
に向けた生活の再建や心のケア等に必要な支援を行
うとともに、地域の復興・再生に向けた取組に対し
十分な支援を行うこと。

以上決議する。
平成27年11月10日

全国市議会議長会

【8面から続く】

▽
会
長
�
相
模
原
市
▽
副
会
長
�
熊

本
市
▽
監
事
�
さ
い
た
ま
市
▽
委
員

�
千
葉
市
、
横
浜
市
、
浜
松
市
、
京
都

市
、
堺
市
、
広
島
市
、
北
九
州
市

第第
2266
回回
専専
門門
小小
委委
がが
開開
催催

第
31
次
地
方
制
度
調
査
会
第
26

回
専
門
小
委
員
会
（
委
員
長
�
長

谷
部
恭
男
・
早
稲
田
大
学
教
授
）

は
11
月
9
日
、
総
務
省
で
開
催
し

た
。審

議
で
は
、
「
人
口
減
少
社
会

に
的
確
に
対
応
す
る
地
方
行
政
体

制
及
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
に

関
す
る
答
申
素
案
」
に
つ
い
て
議

論
し
た
（
答
申
素
案
の
抜
粋
に
つ

い
て
10
面
か
ら
9
面
に
掲
載
）
。

答
申
素
案
に
つ
い
て
は
、
総
務

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:
//

w
w
w
.so
u
m
u
.g
o
.jp
/m
a

in
_
c
o
n
te
n
t/000384896.

p
d
f

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

指指
定定
都都
市市
協協
がが
第第
88
回回
総総
会会
をを
開開
催催

土屋総務副大臣

二之湯参議院議員

小泉参議院議員

土
屋
総
務
副
大
臣
ら
に
要
望

挨拶する阿部会長

【
要要
望望
活活
動動
参参
加加
市市
】】

（7） 平成27年11月25日 第1959号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報

http://www.soumu.go.jp/main_content/000384896.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000384896.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000384896.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000384896.pdf


で地方財政計画に計上するなど、地域の実情を踏ま
えた措置を引き続き講じること。
� 財源に不足が生じたときは、臨時財政対策債によ
り補てんすることなく、地方交付税の法定率を引き
上げて対応すること。

2 平成28年度税制改正について
� 地方財政の財源が大幅に不足している現状に鑑み、
今後とも地方税制の拡充強化に努めること。
その際、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な
地方税体系を構築すること。
� 法人実効税率の見直しに当たっては、地方法人課
税が貴重な地方税財源となっていることや、国税で
ある法人税が地方交付税の原資となっていることを
踏まえ、必要な地方税財源の確保を併せて検討し、
地方財政に影響を与えることのないようにすること。
また、地方法人課税の偏在是正に係る具体的な制
度設計等の検討に当たっては、地方自治体の意見を
十分に踏まえて行うこと。
� 固定資産税は、市町村の基幹税であるため、その
安定的確保を図ること。
特に、償却資産に係る固定資産税は、税収が安定
的に推移しており、仮に廃止・縮小されるようなこ
とがあれば、市町村の財政に多大な影響が生じるこ
とから、現行制度を堅持すること。
� 消費税・地方消費税率10％への引上げ時における
車体課税の見直しについて、自動車取得税廃止の際
は、自動車税・軽自動車税における環境性能割の制
度設計等により必要な代替財源の確保を図り、地方
財政に影響を与えることのないようにすること。
� ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在市町村の財政需
要に対応した貴重な税財源となっていることから、
現行制度を堅持すること。
� 地球温暖化対策において地方自治体が果たしてい
る役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創
設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築す
ること。

以上決議する。
平成27年11月10日

全国市議会議長会

東日本大震災からの復旧・復興に関する決議
東日本大震災の発生から4年半以上が経過した。被災
自治体においては、今後の迅速な復旧・復興に向けて懸
命の努力が行われているものの、ライフライン・公共施
設の復旧、被災者の生活再建や地域産業の再生等に加え、
東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射性物
質による汚染問題への対応など、解決すべき困難な課題
が数多く山積している。
発災以来、我々全国の市では、それぞれ被災地に対し
でき得る限りの支援を行ってきたところであり、被災地
の一日も早い復旧・復興に向け、更に全力で支援を行っ
ていく決意である。
国においては、種々の支援策の実施により被災地の復
旧・復興に尽力されているところであるが、早期復興の
実現に向け、被災地の要望をより一層丁寧にくみ取り、

被災地の立場と視点に立った迅速かつ柔軟な対応を講じ
ていくことが重要である。加えて、施策の具体的運用に
当たっては、被災自治体が地域の実情に応じた各般の事
業を主体的かつ有機的に実施することができる、自由度
の高い、効果的な内容とすることが必要である。
よって、国においては、全ての国民が念願する被災地
全体の一日も早い復旧・復興の実現に向け、国の総力を
結集することにより、下記の事項を中心に、更に万全の
措置を講じるよう強く要望する。

記

1 東日本大震災からの早期復旧・復興について
� 復旧・復興事業予算の総額を確保するとともに、
被災地の実情に応じた復興交付金の柔軟な運用を可
能とするなど、継続的な支援措置等を講じること。
� 被災者の生活再建に向けて、抜本的な雇用対策、
被災者生活再建支援制度等の拡充など支援策の充実
強化を図ること。
� 震災を受けた地域の観光交流施設等の復旧、被災
地における水産業及び関連産業の復興、被災農地の
復旧、地元企業や商店街の早期復旧等、地域産業の
復旧・復興に対する支援措置の充実強化等を図るこ
と。
� 公共施設等の復旧・復興に向け、各種災害復旧補
助制度に係る補助率の大幅な嵩上げや対象経費の拡
大を図るとともに、今後の防災力強化を見据えた原
形復旧以上の整備等に係る対象経費の拡大等を積極
的に行うこと。
� 被災自治体における生活保護、介護、医療につい
て、被災地の実情に応じた十分な支援措置を講じる
ことにより、被災者に対する社会保障の充実強化を
図ること。
� 災害救急医療の増加経費対策や必要な医師の確保、
災害拠点病院整備等、被災地域の医療機関に対し、
万全の支援措置を講じること。
� 地盤沈下によりその利用に支障が生じている地域
に係る土地について、被災自治体が行う嵩上げ工事
や土地区画整理事業及び上下水道の再整備等に対し、
全面的に財政支援措置を講じること。
� 被災市街地復興土地区画整理事業について、補助
対象を拡大することや現行補助率を嵩上げすること
等の特例措置を講じること。

2 原子力発電所事故災害への対応について
� 原子力発電所事故災害への対応に向けた継続した
財政支援制度の確立を図るなど、復旧・復興の加速
に向けた予算の確保等に努めること。
� 被災自治体除染実施計画を確実に推進するため、
除染対策事業交付金の財源を十分に確保するととも
に、除染作業の更なる加速化を図るための万全の措
置を講じること。
� 一時保管されている除染土壌を早急に搬出できる
よう、中間貯蔵施設の整備を強力に推進するととも
に、最終処分に至るまでの詳細なロードマップを作
成するなど、国が主体的かつ積極的に取り組むこと。
� 福島県内原子力発電所全基廃炉に向けた取組につ
いて、国が責任を持って前面に立ち、国内外の英知
を結集し、着実な廃炉作業に向け、国及び東京電力

【9面から続く】

【7面ヘ続く】
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⑦意思決定過程への住民参加
公聴会、参考人、専門的事項に係る調査制度等の
積極的活用を通じて議会への住民参加の充実を図り、
多様な民意を議会における審議・議決に反映してい
くことが重要である。
また、住民への報告や住民との意見交換の実施等、
議場外での住民参加の取組を進めるべきである。
⑧小規模な市町村における議会のあり方
団体規模に応じた議会のあり方については、それ
ぞれの地域の実情に合わせた議会機能の充実・強化
に努めていくべきである。
特に、小規模な市町村においては、議員数が少な
く、議会事務局の支援体制が小規模であること等に
より議会機能を十分に発揮することが難しい状況も
あることから、住民参加等により議会機能を補完す
る必要がある。
議会事務局の共同設置は制度上認められているが、
取組は進んでいない。小規模な市町村で単独での議
会事務局の充実が困難な場合等においては、議会事
務局や議会図書室の共同設置等を図るべきである。

� 議員に求められる役割
①議員の位置付け・役割の明確化
議員の位置付けやその職責・職務を法制化すべき
との意見があるが、法制化に伴う法的効果等を踏ま
えると不要ではないかとする意見もあり、今後の議
員活動の実態等も踏まえ、引き続き検討すべきであ
る。
②議員活動の透明性の確保
議員活動の透明性の確保については、住民の信頼
確保の観点からも、政務活動費の使途を含めた議員
活動の状況について、各議員はより一層、住民への
説明責任をさらに果たすための取組を進めていくべ
きである。

� 幅広い人材の確保
①議会や議員への理解
議員のなり手不足の要因の一つとして、住民から
議会や議員の活動が適切に認識されておらず、議会
の存在意義が十分に理解されていないことが考えら
れる。
そのためにも、情報発信の充実や意思決定過程へ
の住民参加、議会や議員活動の透明性向上等、議会
や議員の活動に対する住民の理解や信頼を高めてい
くための継続的な取組が求められている。
②多様な人材の参画
また、議員のなり手不足を解消するため、少数だ
が高報酬の議員で構成される議会とすることも考え
られるが、この場合、住民の多様な意見を反映させ
ることが課題となる。
他方、住民の構成と比較して女性や60歳未満の割
合が極めて低い現状の議員の構成が、自らの属性と
は異なると考える住民の立候補をしにくくさせてお
り、このことが、なり手不足の原因の一つと考えら
れる。
その解消のためには、多様な人材が議員として議
会に参画することをしやすくする取組が必要である。
例えば、多様な人材が議員として活動することを
容易にするため、夜間・休日等の議会開催、通年会
期制の活用等、より柔軟な議会開催等の工夫が必要
である。
③立候補に伴う各種制度の整備
例えば、立候補に伴う休暇を保障する制度や休職
・復職制度等の導入については、勤労者等の立候補
や議員活動を容易にするための環境整備を進める観
点から有効な方策の一つと考えられることから、企
業をはじめとする関係者の負担等の課題も含めた労
働法制のあり方にも留意して検討する必要がある。
また、公務員の立候補制限の緩和や地方議会の議
員との兼職禁止の緩和についても、多様な人材が議
員として議会に参画する上で有効な方策の一つと考
えられることから、公務員の職務の公正な執行や職
務専念義務等の課題も含めた公務員法制のあり方に
も留意して検討する必要がある。

【10面から続く】

【8面へ続く】

地方創生の推進に関する決議
我が国が将来にわたり活力ある社会を維持していくた
めには、人口減少に歯止めをかけ、それぞれの地域で住
みよい環境を確保していくことが極めて重要である。
昨年11月に「まち・ひと・しごと創生法」が成立・公
布され、現在、国と地方は一致協力して地方創生に向け
た取組を進めており、地方議会としてもそれぞれの地域
において執行機関と連携し、施策の展開に取り組んでい
るところである。
よって、国においては、地方創生の更なる推進に向け、
特に下記の事項を実現されるよう強く要望する。

記

1 地方が自主性・主体性を最大限発揮して継続的に地
方創生に取り組めるよう、地方財政計画における「ま
ち・ひと・しごと創生事業費」について、将来にわた
り1兆円を上回る額を安定的に確保すること。
2 上記に加え、地方の創意工夫により、地方創生の取
組を深化させるための新型交付金については、既存の
補助金の単なる振替によることなく、縦割りの個別補
助ではない包括的なものとし、その内容や規模につい
て、地方の意見等を十分に踏まえ、更なる検討を進め
ること。
また、新型交付金に係る地方の財政負担については、
「まち・ひと・しごと創生事業費」1兆円とは別に、
地方財政措置を確実に講じること。
3 今後とも、地方創生の推進に当たっては、地方の意
見の反映に努め、法令や制度等について柔軟に見直す
など地方分権改革を一層促進するとともに、地方議会
が地域の実情に応じてその役割を適切に発揮できるよ
う、議会の権能強化に努めること。

以上決議する。
平成27年11月10日

全国市議会議長会

地方税財源の充実確保に関する決議
地方財政は、社会保障関係費の自然増や公債費が高い
水準で推移することなどにより、平成27年度において7
兆8,000億円もの財源不足が生じている。
このような中、基礎自治体である市が、住民生活に直
結した様々な行政サービスを今後も安定的に行うために
は、地方税・地方交付税等の一般財源総額の充実確保が
極めて重要である。
よって、国においては、平成28年度税制改正・地方財
政対策に当たり、特に下記の事項を実現されるよう強く
要望する。

記

1 平成28年度地方財政対策について
� 社会保障関係費の増大や地域の防災・安全対策、
地域経済の振興など地域の活性化対策に的確に対応
するため、地方税・地方交付税等の一般財源総額を
充実確保すること。
� さらに、地方創生の推進、人口減少対策等への取
組を確かなものとするためにも、必要な歳出を別枠
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人口減少社会に的確に対応する地方行政体制
及びガバナンスのあり方に関する答申素案（抜粋）
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� 議会制度や議会運営のあり方
� 議員に求められる役割
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4 住民
� 基本的な認識
� 住民訴訟制度等の見直し

第3 適切な役割分担によるガバナンス

2 監査委員等
� 監査への適正な資源配分のあり方
�議選監査委員のあり方
議選監査委員は、実効性ある監査を行うために必
要という考え方で導入されたものであるが、監査委
員はより独立性や専門性を発揮した監査を実施する
とともに、議会は議会としての監視機能に特化して
いくという考え方から、各地方公共団体の判断によ
り、監査委員は専門性のある識見監査委員に委ね、
議選監査委員を置かないことも選択肢として設ける
べきである。

3 議会
� 基本的な認識
人口減少社会において増大する合意形成が困難な課
題について民主的に合意形成を進めていく上で、議会
の役割は重要である。

地方分権改革の進展に伴い、これまで議会の権限や
自由度の拡大に資する制度改正が積み重ねられており、
議会運営において自主性を発揮できる環境が整ってき
ている。
そのような環境の中で、議会は、内部統制体制や監
査委員の監査等が十分に機能しているかどうかをチェ
ックするとともに、内部統制体制の整備及び運用や監
査委員の監査の監視機能の強化等の状況や地域の実情
を踏まえ、政策の有効性やその是非についてのチェッ
クを行う等、議会は議会としての監視機能を適切に発
揮すべきである。
他方、市町村合併等の影響もあり、議員数が減少し
ている一方、投票率が低下し、無投票当選の割合が増
えていること等にみられるように、議会に対する住民
の関心が大きく低下しており、議員のなり手不足が深
刻化している。
また、政務活動費の使途の問題等により、一部の議
員の資質や活動に批判の目が向けられるとともに、議
会のあり方が問われる等、議会及び議員に対する住民
の信頼確保が大きな課題となっている。議会が議会と
しての監視機能を適切に発揮するためには、そもそも
住民からの信頼が確保されていることが前提であるこ
とを十分に認識した各議会や議員の不断の取組が求め
られる。
以上を踏まえ、団体意思を決定し、執行機関を監視
する役割等を担う議会が、人口減少社会においてその
役割をこれまで以上に十分に果たすためには、議会制
度や議会運営のあり方、議員に求められる役割及び幅
広い人材の確保という観点から、方策を講じる必要が
ある。
� 議会制度や議会運営のあり方
①議会招集
議会の招集については長に専属する原則を維持し
つつ、長が臨時会を招集しないときは議長が招集す
ることができるよう法的措置が講じられるとともに、
通年会期制の導入がなされ、議会側が必要と認める
ときに随時の議会開催が可能となっている。このよ
うな制度を、住民の信頼確保という観点も踏まえて、
必要に応じて活用していくことが重要である。
②議決事件の対象
議決事件の対象の拡大は、相当程度行われてきて
いるところではあるが、議会が団体意思決定機能や
政策形成機能、監視機能を効果的に発揮するため、
地方自治法第96条第2項に基づき、地方公共団体の
基幹的な計画等を議決事件に追加する等の取組を積
極的に進めることが必要である。
③予算審議
現在、議会には長の予算提案権を侵害しない範囲
で予算の修正が認められているが、予算については
長に提案権が専属していることから、議会による予
算提案権の更なる修正については慎重に検討してい
くべきである。
④決算審議
監査委員の専門性等が向上し、議会が議会として
の監視を行う役割を明確化する中で、監査委員の意
見が付された決算を議会が審議した結果、決算認定
をしなかった場合については、議会が長に対し指摘
した問題点について長が説明責任を果たす仕組みを
設けることとすべきである。
⑤議会活動に対する支援の充実
議会がその役割を十分に果たすことができるよう、
議会活動に関する議員への研修の充実や、議会事務
局職員の資質向上や小規模な市町村における議会事
務局の共同設置を含めた議会事務局の体制強化や議
会図書室の機能向上が必要である。
⑥情報発信
住民の信頼確保の観点から、議会活動に対する住
民の理解を深めるため、ホームページ等を通じた議
会情報の提供や議案等に対する住民の意見聴取、議
会自らが行う議会活動の評価等、ＩＣＴを積極的に
活用しつつ情報発信等の充実を図っていくべきであ
る。

【9面へ続く】
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